
損害保険をより深く理解していただくために

損害保険の仕組み 約款について

ご契約の際にご注意いただきたいこと

損害保険とは、保険契約のうち、保険会社が一定の偶然
な事故によって生ずることのある損害を補償することを
約束し、これに対して保険契約者がその事故の発生の可
能性に応じて保険料を支払うことを約束する契約です。
保険制度の目的は、多数のご契約者の皆さまの間で相互
にリスクを分散し、偶然の事故による損失を経済的に補
償することにより個人生活や企業経営の安定を促進させ
ることにあります。

損害保険契約は、当事者、つまり保険契約者と保険会社双
方の合意によって成立する有償・双務、不要式の諾成契約
です。しかし、多数のご契約を迅速・正確に引き受け、後日
契約内容をきちんと確認できるようにするために、通常、
保険契約の申込みには一定様式の保険契約申込書を使用
し、保険会社は契約締結の証として、保険証券等を作成・交
付します。

再保険とは、「保険会社が引き受けた危険の一部を他の
保険会社に転嫁する」保険会社間の保険契約をいいます。
保険会社はお客さまのために常に安定的、合理的な経
営を行い、保険金の支払いに十分に備える必要がありま
す。しかし、非常に多数の契約を引き受けることにより、
数多くの危険を抱えることにもなります。このため、保険
会社は引き受けた保険契約に基づく保険責任の一部を他
の保険会社に転嫁し、また相互に交換することにより危
険の平均化、分散化を図っています。この仕組みを再保険
といいます。

保険契約の内容は、普通保険約款と特約に基づいてお
り、さらに保険契約申込書に記載された内容（例えば、保
険金の支払限度、適用保険料の決定）は、個々の保険契約
の具体的な内容として保険契約者および保険会社双方を
拘束するものとなります。

当社は、ご契約にあたってよく理解していただく必要
のある内容について、普通保険約款と特約の内容をわか
りやすくご説明するための「パンフレット」や「ご契約の
しおり」、	「契約概要」と「注意喚起情報」等を記載した重
要事項説明書を作成し、お客さまからの資料請求に対し
て迅速に対応しています。また、ホームページに普通保険
約款と特約を開示し、お客さまの利便性向上にも努めて
います。

当社では、商品内容の重要な点をわかりやすく説明した
「重要事項説明書」や「パンフレット」、「ご契約のしおり」を
用意し、契約時にこれらをお客さまへ提供することにより、
契約内容について正確にご理解いただけるよう努めてい
ます。
また、当社は、申込書にて意向確認を行うことにより、契
約内容がお客さまのご意向、状況に応じた内容となってい
ることを契約締結時にあわせてご確認いただいています。

申込書にご記入の際は、記載内容を確認し、告知事項、ご
加入のペットの年齢や品種等について正しく記入してい
ただく必要があります。申込書に記載された事項は、ご契
約者さまと当社の双方を拘束するものとなります。した
がって、記入していただいた内容が事実と異なる場合には、
保険金等をお支払いできない場合もありますので、契約締
結時に十分ご確認いただくことがとても重要になります。

損害保険制度 約款の位置づけ

保険契約の内容をよくご確認ください
再保険

約款等に関する情報提供方法

申込書は正確にご記入ください

損害保険契約の性格

※当社では再保険制度は活用しておりません。

63



保険料

勧誘方針

保険料は、口座振替やクレジットカードによりお支払
いいただけます。
保険料は原則としてご契約と同時にお支払いいただく
ことになっています（これを「保険料即収の原則」といい
ます）。そのため、保険のお申込みをいただき、保険期間が
始まっても、保険料をお支払いいただく前に生じた保険
事故については保険料をお支払いいただくまで保険金の
お支払いはできません。
保険期間中に保険契約の内容に変更が生じた場合は、
追加保険料の請求や保険料の返還を行います。また、保険
契約が失効した場合や、解除された場合には、保険料を約
款の規定にしたがい返還します。ただし、返還できない場
合もありますので、約款等をご確認ください。

お支払いいただく保険料の算出根拠となる保険料率は、
当社が主務官庁である金融庁から認可取得を行い適用し
ています。
なお、保険料は、純保険料（保険金の支払いに充てられ
る部分）と付加保険料（保険会社の運営や募集の経費に充
てられる部分）で構成されています。

1　損害保険商品（以下「保険商品」といいます。）の販売にあ
たっては、保険業法、金融商品の販売等に関する法律その
他の関係法令等を守り、適正な保険商品の販売に努めて
まいります。

2　保険商品の販売にあたっては、お客さまに保険商品内容
を十分ご理解いただけるよう、知識の習得、研鑽に励み、
わかりやすいご説明に努めてまいります。

3　お客さまの保険商品に関する知識、ご加入目的、財産の状

保険料の収受・返戻

勧誘方針

保険料率

当社では適正な金融商品の販売・勧誘に努めるため、
以下のとおり勧誘方針を定めています。

況等を総合的に勘案し、お客さまのご意向と実情に沿った
保険商品をご選択いただけるよう努めてまいります。

4　保険商品の販売にあたっては、お客さまの立場に立って、
時間、場所等について十分配慮するよう努めてまいりま
す。

5　お客さまに関する情報は業務上で必要な範囲で公正に収
集・使用するとともに、厳重に管理する等、適正に取扱いま
す。

6　万一保険事故が発生した場合の保険金のお支払につきまし
ては、ご契約の内容にしたがい、迅速、的確に手続が行われ
るよう努めてまいります。

7　お客さまのご意見、ご要望等をお聞きし、保険商品の開発・
ご提供の参考にさせていただくとともに、適正な営業活動
に役立たせていただくよう努めてまいります。
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【解約返れい金】

保険契約を解約した場合に、保険契約者に返れいする保険料のことです。
保険の種類や契約方式により、返れい金の有無や金額は異なります。

【契約の解除】
保険契約者または保険会社の意思表示によって、契約が初めからなかっ
たと同様の状態に戻すことをいいます。ただし、多くの保険約款では、
告知義務違反などの場合の解除は保険始期まで遡らず、将来に向かって
のみ効力を生じるように規定しています。

【契約の失効】
保険契約が将来に向かって効力を失い終了することをいいます。例えばペッ
トが亡くなった場合は保険契約は失効となります。

【告知義務】
保険契約の申込みの際に保険会社に対して重要な事実を申し出、または
不実を申し出ない義務をいいます。この重要な事項について事実と異な
ることを申し出た場合、保険契約が無効となったり、解除されることが
あります。

【事業費】
保険会社が事業を行うための経費で、損害保険会計では「損害調査費」
「営業費および一般管理費」「諸手数料および集金費」を総称したもの
です。

【支払備金】
決算日までに発生した保険事故で、保険金が未払いのものについて、保険金
支払のために積み立てる準備金のことをいいます。

【責任準備金】
将来の保険金支払などの保険契約上の保険会社が負う債務に対して、あ
らかじめ積み立てておく準備金をいいます。これには、次年度以降の債
務のためにその分の保険期間に対応する保険料を積み立てる「普通責任
準備金」、異常な大災害に備えるための「異常危険準備金」などの種類
があります。

【損害率】
収入保険料に対する支払保険金の割合のことで、保険会社の経営分析や
保険料率の算定に用いられます。通常は、正味支払保険金に損害調査費
を加えて正味収入保険料で除した割合を指します。

【そんぽＡＤＲセンター】
保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一
般社団法人日本損害保険協会が設置する損害保険会社の営業活動に関す
る苦情や紛争対応を行う専任組織。損害保険会社に苦情解決依頼をする
など適正な解決に努めるとともに、当事者間で解決がつかない場合には
専門の知識や経験を有する弁護士等が中立・公正な立場から紛争解決手
続きを行います。

【通知義務】
保険期間中、保険会社があらかじめ定めた事項に変更が生じた場合に、
保険契約者または被保険者が保険会社に遅滞なく連絡する義務をいいま
す。故意または重過失によって遅滞なく通知しなかった場合は、保険契
約が解除されたり、保険金が支払われないことがあります。

【被保険者】
保険の補償を受ける人、または保険の対象になる人をいいます。保険契
約者と同一人のこともあり、別人のこともあります。

【被保険利益】
ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれ
がある場合に、そのある人とある物との間にある利害関係を被保険利益
といいます。損害保険契約は損害に対し保険金を支払うことを目的とす
るので、その契約が有効に成立するためには、被保険利益の存在が前提
となります。

【保険期間】

保険の契約期間、すなわち保険会社が責任を負う期間をいいます。この期間
内に保険事故が発生した場合にのみ、保険会社は保険金を支払います。ただ
し、特に約定がある場合を除き、保険期間中であっても保険料が支払われて
いないときには保険会社の責任は開始しないため、保険金は支払われません。

【保険金】
保険契約により補償される事故によって損害が生じた場合に、保険会社
が被保険者にお支払いする金銭をいいます。

【保険金額】
保険事故が発生した場合に、保険会社がお支払いする保険金の限度額で
す。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。

【保険契約者】
保険会社に対し保険契約の申込みをする人のことで、契約が成立すれば
保険料の支払義務を負います。保険契約者が同時に被保険者となる場合
もあり、他人が被保険者となる場合もあります。

【保険契約準備金】
保険契約に基づく保険金支払などの責任を果たすために保険会社が決算
期末に積み立てる準備金で、支払備金、責任準備金等があります。

【保険契約申込書】
保険契約の申込みをする際に保険契約者が記入・自署し、保険会社に提
出する所定の書類等のことです。

【保険事故】
保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支
払いを約束した偶然な事実をいいます。

【保険証券】
保険契約の成立およびその内容を証明するために、保険会社が作成して
保険契約者に交付する書面をいいます。

【保険約款】
保険契約の内容を定めたもので、保険契約者の保険料支払や告知・通知
の義務、また保険会社が保険金を支払う場合の条件や支払額等について
記載されています。保険約款には、同一種類の保険契約すべてに共通の
契約内容を定めた普通保険約款と、普通保険約款の規定内容を補充・変
更・排除する特別約款（特約）とがあります。

【保険料】
保険契約者が保険契約に基づいて保険会社に支払う金銭のことです。

【免責】
保険金が支払われない契約上の事由のことです。保険会社は、保険事故
が発生した場合には保険契約に基づいて保険金支払の義務を負いますが、
特定の事由が生じたときには例外としてその義務を免れることになって
います。例えば、戦争その他変乱によって生じた事故、保険契約者が自
ら招いた事故、地震・噴火・津波等による事故があります。保険約款に
「保険金を支払わない場合」等として記載されています。

【免責金額】
一定金額以下の損害について、保険契約者または被保険者が自己負担す
るものとして設定する金額のことで、免責金額を超える損害については、
免責金額を控除した金額を支払う方式と、損害額の全額を支払う方式が
あります。

損害保険用語の解説
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（2017年3月31日現在）
ANA インターコンチネンタルホテル東京
ANA Intercontinental Tokyo

溜池山王駅13番出口

ホテルオークラ東京別館
Hotel Okura Tokyo South Wing 

城山トラストタワー
Shiroyama Trust Tower

スウェーデン王国大使館
Embassy of Sweden

神谷町MTビル
Kamiyacho MT Bldg.

神谷町駅
Kamiyacho Stn.
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アーク森ビル
Ark Mori Bldg.

アークヒルズ
Ark Hills
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六本木一丁目駅
Roppongi-itchome Stn.

六
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木
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り
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i

泉ガーデンタワー
Izumi Garden Tower

サウジアラビア大使館
Royal Embassy of saudi Arabia

首都高速都心環状線
Metropolitan Expressway

２

MFPR六本木麻布台ビル

〒106-0032
東京都港区六本木1丁目8番7号　MFPR六本木麻布台ビル

TEL�：�（03）5574-8610
FAX�：�（03）5574-8431

本社

該当事項はありません。

海外ネットワーク

東日本営業部
〒106-0032
東京都港区六本木一丁目8番7号　
MFPR六本木麻布台ビル
TEL : （03）5574-8610
FAX : （03）5574-8431

中日本営業部
〒451-0045
愛知県名古屋市西区名駅二丁目27番8号
名古屋プライムセントラルタワー18階
TEL : （052）586-7702
FAX : （052）586-7701

西日本営業部
〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原四丁目1番9号
新大阪フロントビル8階
TEL : （06）6394-9811
FAX : （06）6394-9813

広島支店
〒720-0811
広島県福山市紅葉町1番1号
福山ちゅうぎんビル5階
TEL : （084）973-2812
FAX : （084）973-2814

富山支店
〒930-0094
富山県富山市安住町2番14号
北日本スクエアビル5階
TEL : （076）431-5080
FAX : （076）431-5082

福岡支店
〒812-0013
福岡県福岡市博多区
博多駅東二丁目17番5号
A.R.Kビル4階
TEL : （092）437-3670
FAX : （092）481-9310

札幌支店
〒063-0801
北海道札幌市西区
二十四軒一条一丁目1番12号
北洋ビル3階
TEL : （011）633-9600
FAX : （011）633-9601

仙台支店
〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目2番11号
仙台KSビル7階
TEL : （022）205-4613
FAX : （022）205-4171

青森事業所（事務センター）
〒030-0862
青森県青森市古川一丁目10番13号
AQUA古川1丁目ビル

店舗所在地一覧
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